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p. 134）も、1日 10時間を超える労働がそもそも
禁止され、長期の休暇も保証されるドイツの事情

と対比しながら、この規制は「労働者を過労死や

過労自殺から守るという点では、実効性に欠ける」

と批判し、高橋幸美さん（電通事件の被害者、高

橋まつりさんの母親）の言葉を紹介している（熊

谷の引用は正確ではないため、以下、吉川 2017
に紹介された「働き方改革推進計画」を批判した

コメントより引用する：「過労死を予防するため

の法案なのに、過労死ライン以上の 100時間とす
るのは、過労死をさせよ！と、いうことを認める

法案でしょうか」）。ちなみに、労働界などが「残

業代ゼロ法案」（鹿田 2017）と呼んで批判してい
た高度プロフェッショナル制度の創設や、企画業

務型裁量労働制の見直し（適用範囲の拡大）は、「働

き方改革実行計画（本文）」の中で節を立てて論

じられているわけではなく、この「長時間労働の

是正」の中で（第 4節、15ページ）でたった一行
触れられているだけであった。これには筆者も違

和感を覚えた。裁量労働制の方は厚生労働省の調

査データ不備問題によって法案からは削除された

が、高度プロフェッショナル制度は国会提出され

た法案に含まれている。

　「働き方改革」をめぐる議論と法改正のゆくえ

は、学生諸君が将来、自らが希望する仕事に就き、

ワーク・ライフ・バランスを保ちながら充実し

た人生を送ることができるかどうかに、大きく関

わってくる。せわしない就職活動の最前線に放り

出される前に、参考文献や資料に触れて、一度こ

の問題についてゆっくりと考えてみてはいかがだ

ろうか。
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「働き方改革」

商学部教授　広瀬　憲三

　第二次安倍内閣は一億総活躍社会を掲げ、その

実現のために働き方改革に取り組んでいる。この

背景には、グローバル化の進展、少子高齢化に伴

う労働人口の減少する中で、日本経済が持続的成

長を遂げ、国際社会で活躍していくために、働き

方改革を推し進め、生産性を高めていくことが重

要であると考えるからである。

　政府は働き方改革として、同一労働同一賃金な

ど正規と非正規との格差の是正、長時間労働の是

正、高齢者の活用を目指し、様々な政策、法制化
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を推し進めている。

　論文「働き方改革と企業での取組み」（賃金事

情No.2745 2017年 8月 5・20号）、加藤勝信論文（「働
き方改革実行計画」について〈特集：働き方改革
の深化〉月間経団連 65巻 8号 2017.8）はこのよ
うな政府が推し進めている働き方改革の方針、ア

クションプログラムなどについてその内容を紹介

している。すなわち、正規、非正規の不合理な処

遇の改善、長時間労働の是正、単線的キャリアパ

スをライフスタイルに合わせて働ける柔軟な労働

市場を目指し、ガイドライン、法改正の内容を解

説している。

　北浦正行論文（「働き方改革実行計画の課

題」〈「働き方改革と企業での取組み」〉賃金事情
No.2745 2017年 8月 5・20号）は、今回の働き方
改革のうち、同一労働同一賃金、長時間労働の是

正の課題を提示している。同一労働同一賃金につ

いては雇用者全体の約 4割を占める非正規労働者
と正規労働者の不合理な待遇差の解消を目指すも

のであり、欧米のように職業別労働組合とは違う

日本で待遇改善を進めることが難しく、日本的な

雇用慣行の変革が求められるが、この変革が企業

行動、組織変革などに与える影響も踏まえ、「日

本的雇用のパラダイム転換という視点での本格的

議論」が必要となると指摘する。長時間労働につ

いては、法律で条件を設定し、罰則も強化したこ

とは評価されるが、年次有給休暇の取得、フレッ

クスタイムなど多様な対応が必要であり、「残業

規制だけではなく、労働時間制度の柔軟化・多様

化、さらには業務改革と、場合によっては組織改

革も含めワンセットで検討していくこと」が必要

であると指摘する。

　山田久論文（「『働き方改革』をどう評価する

か」〈「働き方改革と企業での取組み」〉賃金事情
No.2745 2017年 8月 5・20号）も、「働き方改革」
をその課題認識は的確であるが、働き方改革が求

められる原因を把握し変えていくこと、政府では

なく個々の職場というミクロレベルまで浸透して

いかなければ実現することができないと指摘す

る。すなわち働き方改革で取り上げられている長

時間労働などの課題の原因は、採用に当たり職務

を定めず、会社のメンバーとして雇用の安定を与

えるのと引き換えに様々な業務を行うことを求め

るメンバーシップ型の雇用慣行であり、この慣行

を含めた雇用システムを見直すことが必要である

と主張する。

　外国人の目から見た日本の長時間労働の原因を

論じているのが、ロッシェル・カップ論文（「世

界から見た、働きすぎニッポン」〈特集：働き方
改革の深化〉月間経団連 65巻 8号 2017.8）である。
彼女は日本の長時間労働の原因として、①一人当

たりの仕事量の多さ、②会議、承認など仕事の非

効率性、③ソフトフェアーへの投資の不足、④周

りの人が働いているときに自分だけが帰ることを

ためらう社交的なプレッシャー、⑤たくさん働く

ことを評価する慣習、⑥だらだら残業するなど時

間管理の感覚のなさ、と指摘する。また、日本で

は従業員は会社に対する信頼性が低く、これらの

問題に会社として取り組もうとしても、会社は本

気で取り組もうとしていると思わないという企業

体質に問題があるという。この指摘は、働き方改

革について必要だと考える従業員も「どうせでき

ない」とその実現性を期待していないことになる

と指摘する。

　グローバル化、少子高齢化が進み日本が持続可

能な成長を続けていくために働き方改革を行うこ

とは重要であるが、この目的は、日本経済の産業

構造、産業（企業）の質の変革をもたらすもので

あることが重要である。すなわち、標準化した製

品の競争力を維持するために生産性を高め、製造

コストを引き下げるのではなく、新たなイノベー

ションを生み出し、今までにない価値を持った

製品・サービスを提供することである。かつての

ウォークマン、iphone、フェイスブックのように
新たな価値を持った製品を生み出すための土壌を

作ることが企業の生き残りにとって重要であり、

価値創造企業となるためにどのような働き方改革

が必要かを考えることが重要である。技術革新の

スピードが速まる中、産業構造の転換、質の転換

を推し進めるため、政府としてどのような雇用シ

ステムへと変換するのか、また個々の企業はどの

ような改革が必要なのか、これらを一体化して推

し進めることが、日本経済の持続的成長に求めら

れる真の働き方改革かもしれない。
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　真の働き方改革を推し進めていくためには、従

来の日本の雇用パラダイムの変革が重要となるか

もしれない。

【Reference Review 63-5 号の研究動向・全分野から】

二刀流で AI 時代に備えよ

商学部教授　菅原　智

　近年、人工知能（AI）が私たちの社会や生活
に及ぼす影響を論じたニュースや記事を目にする

ことが多い。AIとは、一度作ってしまったら人
間の手を離れても自発的に発展していく知能のこ

とをいう。AIの発達は、明るい未来を予想する
人もいるが、先日亡くなったホーキング博士など

は、AIの思考力が人間の思考力を超えるシンギュ
ラリティ（技術的特異点）が起こると、人類が AI
に支配されるとか滅ぼされてしまうと予想してい

る。

　AIによる人類滅亡の脅威を恐れなくとも、当面
の仕事への影響はとても気になるところである。

特に、拙者が大学で教えている会計に関わる仕事

に対して AIがどのような影響を及ぼすかについ
ては、関心があるところである。なぜなら、もし

近い将来、会計に関わる仕事が AIによって取っ
て代わられるのであれば、会計学者も不要だと言

われる可能性もあり、今の職を追われるかもしれ

ないからである。そして近年の AI研究を見れば、
実は会計の未来を少し悲観的に考えてしまうのが

本音である。例えば、2015年に野村総合研究所が
発表した研究では、AIによって公認会計士の仕事
は 85.9%も代替可能であると報告されていた。税
理士では何と 92.5%の仕事が代替可能らしい（野
村総合研究所・寺田知太他『誰が日本の労働力を

支えるのか？』東洋経済新報社、2017年）。では
全く打つ手なく会計の仕事の消滅を待つしかない

のであろうか？あるいは AI社会に適合した会計
の学び方や役割が存在するのであろうか？

　このような疑問に対して、椎名市郎（2017年）「複
式簿記の原理とその理論的導入法（12）Ⅶ 複式簿
記とカウンティング・マインド」が一つの答えを

示している。本論文では、高度な技術の導入によ

り多くの会計業務とそこに携わる人間が淘汰され

るが、世界水準で活躍する国際会計人のような高

度なプロフェッションは存続すると述べられてい

る。鍵はアカウンティング・マインドの修得であ

る。その方法は、英語力や高度専門的能力、多様

性を認める人間性の基礎、およびプロフェッショ

ンの行動規範を支える社会的期待から醸成される

風土、人徳、道徳などの概念、を学ばないといけ

ないと言われている。

　これらの知識やスキルが AI社会を生き抜くの
に必要な理由については、これまでの会計に関す

る歴史が物語っている。友岡賛（2017年）「会計
と会計学―会計学の基本問題Ⅱ（3）―」『三田商
学研究』第 60巻第 3号では、中世イタリアで複
式簿記が発達してきた理由の一つとして、不安定

でかつ流動的な異種民族国家の下で経済活動を強

いられた当時のイタリア市民は、常に書かれた証

拠を重視し、それを通じて自分たちの権利を保全

しようとする姿勢を身につけてきたことが示され

ている。すなわち、AI社会でも生き残れる国際会
計人とは、多文化および多様性の社会においても

記録された数値に基づいた論理的説明能力を発揮

できる人物であると考えられる。

　更に、大内伸哉（2018年）「AI時代における士
業の未来―税理士のキャリア戦略―」『税務弘報』

では、会計専門家のパラレル・キャリアを推薦す

る。AIの発達により代替されるリスクは、自分の
専門業務が一つだけであるよりも複数の専門業務

を持つほうが小さいため、本業と副業といった複

数のキャリアを同時に持つという考え方である。

資格保有者というのは、その資格を得るために費




